
【日 程】10 月 3日（月）～21日（金） 

【場 所】大町会館 玄関ホール 

  

の教室･行事予定 

 ９月とはいえ残暑が続く９月 3 日（土）、今年度４回目（最終回） 

となる人権啓発指導者育成講座を大町公民館の高齢者学級との共催 

で開催しました。講師として、西条市人権擁護課人権教育指導員の 

安藤 宏幸さんをお招きしました。会場の２階ホールは座席が足らな 

くて左右や後方のスペースまで座席を補充するという今年度最多と 

なる出席者を得て、熱い思いのあふれる講座となりました。 

 今年は、部落差別の解消をめざした全国水平社の創立宣言から１００年という大きな 

節目を迎えました。１９２２年３月３日、京都市岡崎の地で創立の日を得てから、はや

１世紀という月日が流れました。ここ愛媛の地でも、１９２３年４月に拝志村（現東温

市）で支部が誕生し、５月に愛媛県水平社が設立されました。その後、運動は全国各地

へと広がっていきました。 

 講話では、水平社設立に至るまでの人権の歴史と水平社宣言に込められた被差別の立

場の人々の決意について意義深く拝聴しました。その宣言文を、そして、その決意の熱

き思いを、ぜひ一度お読みいただければ幸いです。今回はその水平社宣言の思いを現代

文的なメッセージとして示します。 

（2021 年発行 県人権対策協議会リーフレットより） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  曜 教 室・行 事 等    ～毎月１０日は人権を考える日～ 

3 月 
いきいき百歳体操（10:00～11:30） 

健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

4 火 健康教室（14:30～15:30） 

5 水 フォークダンス（10:00～12:00） 

7 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:00～20:30）  

8 土 詩吟（19:00～21:00） 

11 火 茶道（13:30～15:30） 

14 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:00～20:30）  

17 月 
いきいき百歳体操（10:00～11:30） 

健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

19 水 
フォークダンス（10:00～12:00） 

健康相談（13:30～15:30） 

21 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:00～20:30）  

22 土 詩吟（19:00～21:00） 

24 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

25 火 茶道（13:30～15:30） 

28 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:00～20:30）  

31 月 
いきいき百歳体操（10:00～11:30） 

健康･太極拳教室（14:00～15:30） 
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『 西条祭り 今昔物語 展 』 

第 270回 会館ミニ展示会 
ここ大町会館（隣保館）は、人と出会い、交流、

つながる場です。偏見や差別、排除のない多様な生

き方やこれからの社会の在り方を語り合う場です。 

人と人がつながり合う社会に関心がある方、何かを

始めたいと思っている方、お気軽にお立ち寄りくだ

さい。ご心配事、悩み事など各種相談、お申込み･お

問い合わせは、西条市大町会館（☎0897－55－

5393）まで、お気軽にご相談ください。 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大状況により、 

予定が変更または中止になる場合があります。 

【開館時間】９：00 ～ 17：00  

【休 館 日】土曜日 日曜日 

国民の祝日 年末年始（12/29～1/3） 

 厚生労働省や世界保健機関(WH0)の定義では、65歳以上

の人を高齢者としています。超高齢化社会の中で、年齢を

理由に社会参加の機会を奪われたり、住宅の賃貸を拒否さ

れたり、また、地域からの孤立、高齢者を狙った特殊詐欺

や悪質商法の被害者となる事例や高齢者虐待が後を絶ち

ません。地域社会や家族関係が大きく変容する中で、今後

ますます深刻化が予想される問題です。「高齢者虐待の防

止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」には、

次のような内容を「高齢者虐待」と定めています。 

１ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある 

  暴行を加えること。 

２ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放 

  置、養護を著しく怠ること。 

３ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応そ  

  の他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行う 

  こと。 

４ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をして 

  わいせつな行為をさせること。 

５ 高齢者の財産を不当に処分すること、不当に財産上の 

  利益を得ること。 

 虐待の要因は様々なケースがありますが、家庭内で起き

る虐待では主に介護する人の負担やストレスが虐待につ

ながる大きな要因となるため、適切な介護サービスを利用

することや窓口への相談など、介護する人の負担軽減を図

ることが必要です。介護者をはじめとして周りの人々がこ

れまでその方が果たしてきた家庭や社会への務めや貢献

を正当に評価し、敬意を払うこと、また、年齢で決めつけ

るのではなく、一人ひとりの多様性を認め合い、社会を構

成する一員として尊重され、個人の尊厳と生きがいをもっ

て、その人がその人らしく自立し、充実した生涯を送るこ

とができるようにすることが大切です。 

高齢者の人権を守る 

西条市人権教育協議会 西条人権擁護課 

『 百年のバトンを受け継いで 』  
～「水平社運動と水平社宣言」～ 

(第４回人権啓発指導者育成講座 ) 

誰もが誰をもリスペクトすること  誰もが差別から解き放たれるよう 

そんな運動が１００年前の日本で始まった 

私たちはどんなにつらく苦しい日々を送ることを強いられてきたか 

だけど人間のプライドを失ってはいない 

私たちは、人をいたわることがどういうことか、よ～く知っている 

差別することは、卑怯な生き方です  差別することは、恥ずかしい生き方です 

差別は、誰にも必要ありません    リスペクトが大切です 

「人の世に熱あれ、人間に光あれ」 

        ＝ 心を熱く、温かく、みんなが輝く生き方をしよう 



 創立大会で読み上げられた宣言文６００字あまりに込められたのは、同情や哀れみでは 

なく相互の尊敬によってこそ差別から解放されるという思いです。宣言文には「差別」と 

いう言葉は一回も使われていません。また、「人間」と  

いう記述が１７か所もあり、「尊敬」という言葉が重要

な意義をもっています。 

                 この宣言文こそが、日本で初めての人権宣言とされて 

                います。水平社宣言の思いは、「百年のバトン」として、 

                水平社がない今日でも受け継がれています。同時に今後 

                も更に受け継いでいかねばなりません。 

                   

 今年度は、年度始めより新しいサークル活動が３団体（いきいき百歳体操、囲碁同好会、オ

カリナ）もスタートしました。年々サークル活動の人数や来館者数が減少している中、とても

嬉しいことであると同時に改めて「大町会館」の設置目的を自覚しなければと感じています。 

 大町会館は、1975（昭和 50）年３月に、ここ大町（上小川）に設置されました。今年で

設立 47 年目を迎えます。設立より今日まで、本会館運営にご尽力いただきました多くの皆様

方の献身的なお力添えの賜であることに書面にてではございますが、厚く御礼申しあげます。 

 本館の目的は、「社会福祉法に基づく隣保施設であり、開かれたコミュニティセンターとし

て地域住民の拠点となること」であり、大町会館は隣接する４つの地域（大町・神戸・飯岡・

玉津）の住民のための福祉センターとして位置づけられています。その具体的なものは、①地

域住民の福祉の向上や人権啓発を図ること、②部落問題をはじめとする様々な人権課題の速や

かな解決に資することであり、分かりやすく言い換えると、「子どもも大人も学ぶ場・交流す

る場・つなぐ場・つながり合う場」が大町会館です。キーワードは、「部落問題の解決の拠点」、

「福祉と人権のまちづくりの拠点」です。その意味で、常時地域のみなさんのニーズを把握し

ながら、〈人権〉〈福祉〉〈健康〉〈生活〉〈職業〉〈教育〉等の視点で各種活動及び相談事業を行

っています。何か活動をしてみたいなとか、ご心配事、悩み事など、どうぞお気軽にお電話

（55-5393）・ご来館ください。 

 始めにお伝えしました新しいサークル活動「いきいき百歳 

体操」の発足も会館近くに在住のＡさんとの会話から生まれ 

たものでした。そのＡさんと生活や健康など、いろいろと話 

を深めていく中で、会館として何かできないか、どんなサポ 

ートが必要なのか等学ばせていただくことが多くありました。 

～ 地域に開かれたコミュニティセンター「大町会館」 ～ 
事前申込み不要！ 

当日参加OKです。 

お気軽にどうぞ！ 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地域の声をお届けください 🥰 

 

《日 時》 １０月４日（火） １４:３０～１５:３０ 

《場 所》 大町会館 2階大会議室 

《講 師》 済生会西条病院 管理栄養士 

《内 容》 食生活講座 

        「若々しさを保つ食生活」 

 

     

        

【みごとな公園になりました】 

ご高齢ではありますが、とても元気なＡさん。会館近くの地域の公園の草取りボランティアに

年間通して積極的に活動してくれています。本当に頭の下がる、感謝の思いでいっぱいです。 

Ａさんがいつも言われる言葉です。「私はまだ元気じゃけん、草を引いてきれいにしょうわい。

きれいな方が気持ちがよかろ。何でもゆうてんよ。できることじゃったらやるけんね。」と。 

Ａさんの言動に敬意の念とともに互いが尊重し合う生活の大切さを強く感じました。 

 １０月２３日（日）に開催を予定していた「第 31回大町会館文化祭」は、 

新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮し、開催を【延期】いたします。 

延期後の日程については未定ですが、開催日時等が決まりましたら、会館 

だより・ホームページ等であらためてご案内させていただきます。 

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

  

※各講座・サークルのみなさんの作品については、会館ミニ展示会において 

順次展示予定です。 


